
第４３回足立区ユニバーサルデザイン推進会議 

次 第 
 

日時：令和８年６月１１日（木）午後３時３０分から 

会場：足立区役所南館１２階１２０５ＡＢ会議室 

１ 開会 

２ 議事 

審議・承認事項 

（１）第４２回議事録の承認と第４３回議事録署名人について   …………… [ 資料２ ] 

（２）令和８年度の進行スケジュールについて          …………… [ 資料３ ] 

（３）令和７年度実施施策・事業の評価方法について       ……… [ 資料４・５ ] 

（４）評価部会における委員と施策・事業の振り分けについて   … [ 資料６・７・８ ] 

 

 

報告事項 

（１）足立区ユニバーサルデザイン推進計画の改定の検討状況について  …… [ 資料９] 

（２）足立区ユニバーサルデザイン推進計画（後期実施計画） 

における令和８年度計画について  …… [ 資料１０] 

 

その他 

 

３ 閉会 

【資 料 一 覧】 

 

資料   １ 令和８年度足立区ユニバーサルデザイン推進会議委員名簿 

資料   ２ 第４２回足立区ユニバーサルデザイン推進会議議事録 

資料    ３ 令和８年度年間スケジュール 

資料    ４ 令和７年度実施事業の評価方法および評価対象施策の選定（案）について 

資料  ５ 個別施策の評価結果の年度別推移及び評価候補一覧表 

資料  ６ 評価部会名簿（案） 

資料  ７ 施策評価要領（案） 

資料  ８ 施策の事前評価 記入表（案） 

資料  ９ 足立区ユニバーサルデザイン推進計画の改定の検討状況について 

資料 １０ 足立区ユニバーサルデザイン推進計画（後期実施計画） 

における令和８年度計画について 



令和８年度 令和９年
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

◎

    ☆

 ・各事業の進行管理方法の確認及び評価部会で実施する事業の議論
 ・UD推進計画の改定検討状況について

 ・ユニバーサルデザイン推進会議委員による事業の評価
 ・各事業所管課によるヒアリング

 ・評価部会による評価結果の報告
 ・UD推進計画の改定検討状況について（計画素案について）

 ・UD推進計画の改定検討状況について（計画案について）
 ・今後の各事業の進行管理方法の検討
 ・次年度の進行管理スケジュール・実施事業等の報告・確認

令和８年　９月　３日（木）午後
　　　　または
　　　　　９月　４日（金）午後

令和８年１２月１７日（木）午後

令和９年３月中旬～下旬

令和８年　６月１１日（木）午後

事務局
区民委員公募選考

　第43回推進会議

　評価部会

　第45回推進会議

　第44回推進会議

　令和８年度の年間スケジュール

足立区・
各所管課

ユニバーサルデザイン
推進会議

事務局
令和７年度
ＵＤ実施事業評価報告書作成
作業

●委員の皆様に出席していただく会議 （予定）

事務局
ユニバーサルデザイン
推進計画　改定作業

評

価

部

会

令和７年度実施事業
評価結果報告書公表

年度報告・自己評価

事前評価

評価部会準備
まとめ

第４３回
◎

第4５回第4４回
◎

自己評価
報告書の確認

推進会議準備

評価部会まとめ
評価報告書整理

UD推進計画
改定業務委託
の発注準備

方向性・骨子作成

UD推進計画改定業務委託（その２）
☆ ☆

委託
完了

委託
着手

素案作成 意見公募・原案作成

ＵＤ推進会議 区民委員公募選考（調整中）
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ユニバーサルデザイン推進会議 説明資料 

令和８年５月２５日 

件   名 令和７年度実施事業の評価方法及び評価対象施策の選定（案）について 

所管部課名 
都市建設部ユニバーサルデザイン担当課 

都市建設部都市建設課 

内   容 

令和７年度実施事業の委員評価の進め方及び評価対象とする施策の候

補案について、下記の通り説明し、審議にお諮りいたします。 

 

１ 評価の進め方 

推進計画は毎年、各施策とその施策の個別事業の評価を行っていま

す。各施策の個別事業の担当所管による「自己評価」を行った後､一部

の施策についてユニバーサルデザイン推進会議委員（学識経験者等）に

よる「委員評価」を行い、総括意見と総合評価を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 過去の評価運用の振り返りと実績 

（１）R3年度（全 31 施策）から R6年度（14施策）に至るまでの、段階

的な評価対象絞り込みの推移と効率化の実績（「資料５」参照） 

（２）「評価疲れ」の軽減と、重要施策への審議時間の集中による成果 

 

 

資料４ 



３ 評価部会の施策絞り込み（８施策程度 ※）の目的 

（１）次期計画改定へのリソースシフト 

令和８年度に予定されてい 

  る次期計画改定の原案作成を 

  見据えた、今後１０年の展望の 

議論に、委員と事務局の時間を 

多く割きます。 

（２）持続可能な会議運営 

委員および事務局の事務負担を適正化し、審議の質を維持します。 
 ※ 委員の選出による施策追加も考慮しつつ、多くとも１０施策とします。    

 

４ 計画全体の進捗管理とクオリティの担保について 

（１）委員評価対象外の施策を含め、全３１施策において所管課による

「自己評価報告」を厳正に継続 

（２）事務局が全施策の進捗をモニタリングし、スパイラルアップのサイ

クルに漏れが生じない体制を確保 

 

５ 選定・除外の基準について 

（１）【実績・特性による除外】実績がなく客観的評価が困難な施策の除

外（製品関連等） 

（２）【住民への影響度による選定】利便性や波及効果の大きさ 

（３）【事業の規模による選定】多部課連携が必要な大型事業 

（４）【予算規模による選定】財政的リソースの投入量 

 

６ 評価対象施策（候補案）と分野別配分の根拠 

（１）「まちづくり」重視の配分（まち：3、ひと：2〜3、しくみ：1） 

ＵＤの根幹であるハード施策（まちづくり）、物理的・空間的な領

域を厚くすることで、委員の専門性を最大限に活かします。 

（２）８施策の候補案について 

   下記Ａ案、Ｂ案、Ｃ案を候補に協議、選定します（「資料５」参照）。 

 

Ａ案  近年の評価で「3点」を記録した施策や、改善の余地が大きい課題

施策にメリハリをつけて集中審議する案 
 

【ひとづくり（２施策）】 

1-(1)-② 多様な人々に対する理解の醸成（R6評価：3点。心のバリフ

リーの要） 

1-(2)-② 児童・生徒への国際理解教育の推進（過年度に評価 2〜3 の

経歴があり、進捗検証が必要） 

 

 9/3落合部会長 9/4 山田部会長 

① R7事業の評価 R7事業の評価 

② 次期計画の 

議論 

次期計画の 

議論 



【くらしづくり（２施策）】 

2-(1)-① 多様な人々への移動支援（高齢者・障がい者の外出支援。生

活に直結する重要施策） 

2-(2)-① 住宅の改良支援（在宅生活を支える基盤。R5に評価 4へダウ

ンした経緯あり） 

【まちづくり（３施策）】 

3-(1)-① 安全な道路環境の整備（UDの根幹。利用者が最も多い最重要

施策） 

3-(2)-① 公共建築物のユニバーサルデザインの推進（区有施設の UD。

過去に評価 3の経歴あり） 

3-(4)-② 民間建築物のユニバーサルデザインの誘導（民間への指導・

誘導プロセスのあり方が長年の課題） 

【しくみづくり（１施策）】 

4-(3)-① 効果的な防災・災害情報等の提供（災害時要配慮者への情報

伝達の仕組み） 

 

Ｂ案 総評で示された多文化共生や市民の関与・ネットワークに焦点を

当て、ハードとソフトの融合を深く議論する案 
 

【ひとづくり（２施策）】 

1-(1)-② 多様な人々に対する理解の醸成（心のバリアフリー義務化・

多様化に伴う、啓発アプローチの転換） 

1-(2)-② 児童・生徒への国際理解教育の推進（会長の総評「多文化共

生の視点強化」に馴染む） 

【くらしづくり（２施策）】 

2-(1)-① 多様な人々への移動支援（移動の保障を通じた、地域コミュ

ニティへの参加促進） 

2-(2)-① 住宅の改良支援（住み慣れた地域で多様な人々が共に暮らし

続けるための居住基盤） 

【まちづくり（３施策）】 

3-(1)-② 歩行者空間の確保（「歩きたくなるまちづくり」など、区民

の日常的なネットワーク形成） 

3-(2)-① 公共建築物のユニバーサルデザインの推進（区民が直接利用

する施設の UD実践） 

3-(3)-① 区立公園等のユニバーサルデザインの推進（インクルーシブ

遊具など、区民協働による空間活用の先進事例） 

【しくみづくり（１施策）】 

4-(3)-① 効果的な防災・災害情報等の提供（地域での助け合い（共助）

を機能させるための情報伝達） 

 



Ｃ案 令和 8年度の次期計画改定（R16までの延伸）や今後の動向を見据

えて評価する案。社会情勢の激変（ICT化、法改正、施設老朽化など）

に伴い、「今後の評価基準そのもののアップデート」が今まさに必要な

施策にメリハリをつけます。 
 

【ひとづくり（２施策）】 

1-(1)-② 多様な人々に対する理解の醸成（心のバリアフリー義務化・

多様化に伴う、啓発アプローチの転換） 

1-(2)-① 児童・生徒へのユニバーサルデザイン教育の推進（教育現場

の UD化） 

【くらしづくり（２施策）】 

2-(1)-① 多様な人々への移動支援（MaaSや AIオンデマンド交通など、

次世代の移動手段の取り込み） 

2-(2)-① 住宅の改良支援（高齢化・1人世帯急増に対応する、スマー

トホームや ICTによる在宅支援） 

【まちづくり（３施策）】 

3-(1)-① 安全な道路環境の整備（UDの根幹。利用者が最も多い最重要

施策） 

3-(2)-① 公共建築物のユニバーサルデザインの推進（施設更新、大規

模改修。バリアフリー法や都条例の改正等に伴うアップデート） 

3-(4)-② 民間建築物のユニバーサルデザインの誘導（バリアフリー法

や都条例の改正等に伴う、民間誘導基準の次期アップデート） 

【しくみづくり（1）】 

4-(3)-① 効果的な防災・災害情報等の提供（災害情報アプリ、SNS、生

成 AIや多言語対応など、デジタル防災 UDの最前線） 

 

 

 



 

個別施策の評価結果の年度別推移及び評価候補一覧表  

 

施策番号 施 策 名 R3 Ｒ4 Ｒ5 R6 
R7委員評価 第一 

or 
第二 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 

 柱－１ 思いやりある『ひとづくり』  

１-(1)-① ユニバーサルデザインの普及啓発 4 － － －     

１-(1)-② 多様な人々に対する理解の醸成 3 3 ４ 3 ○ ○ ○  

１-(1)-③ ユニバーサルデザインを業務に活かせる職員の育成 4 － － －     

１-(2)-① 児童・生徒へのユニバーサルデザイン教育の推進 4 4 ５ 4   ○  

１-(2)-② 児童・生徒への国際理解教育の推進 2 3 ４ 4 ○ ○   

１-(2)-③ 学習環境におけるユニバーサルデザインの推進 4 － － －     

１-(3)-① 多様な人々の連携・支援 4 4 ４ 4     

 柱―２ 快適にすごせる『くらしづくり』  

2-(1)-① 多様な人々への移動支援 4 4 ４ 4 ○ ○ ○  

2-(1)-② 多様な人々へのコミュニケーション支援 4 － － －     

2-(2)-① 住宅の改良支援 5 5 ４ 4 ○ ○ ○  

2-(2)-② 住宅確保要配慮者への居住支援 5 － － －     

2-(3)-① ユニバーサルデザイン製品の周知啓発 3 4 ３ 4     

2-(3)-② ユニバーサルデザイン製品の開発支援 3 4 ４ 4     

 柱―３ 便利に生活できる『まちづくり』  

3-(1)-① 安全な道路環境の整備 4 5 ４ 4 ○  ○  

3-(1)-② 歩行者空間の確保 5 － － －  ○   

3-(1)-③ 公共交通施設の整備・誘導・支援 4 － － －     

3-(2)-① 公共建築物のユニバーサルデザインの推進 4 ３ ４ 4 ○ ○ ○  

3-(2)-② 区立小・中学校のユニバーサルデザインの推進 5 － － －     

3-(2)-③ 区立保育園・こども園のユニバーサルデザインの推進 4 － － －     

3-(2)-④ 区営住宅のユニバーサルデザインの推進 5 － － －     

3-(3)-① 区立公園等のユニバーサルデザインの推進 5 ３ ４ 4  ○   

3-(3)-② 公共自転車駐車場等のユニバーサルデザインの推進 5 － － －     

3-(3)-③ イベント会場等のユニバーサルデザインの推進 5 － － 5     

3-(4)-① 国や都等が整備する公共施設等のユニバーサルデザインの誘導 4 － － －     

3-(4)-② 民間建築物のユニバーサルデザインの誘導 4 ４ ４ 4 ○  ○  

 柱―４ みんなに役立つ『しくみづくり』  

4-(1)-① ユニバーサルデザイン推進計画の適切な進捗管理 4 － ― －     

4-(1)-② 区民の意見を区政に反映させる体制の充実 4 4 ５ －     

4-(2)-① ユニバーサルデザインに配慮した情報に関する基準の運用 5 － ― －     

4-(2)-② わかりやすい表現による印刷物の作成 5 ５ ― －     

4-(2)-③ だれもが利用しやすい電子情報の作成 4 ４ ― －     

4-(3)-① 効果的な防災・災害情報等の提供 4 ４ ４ 4 ○ ○ ○  

平均点 

※Ｒ5から評価対象事業の数を変更したため、 

Ｒ２～Ｒ4は「参考値」となります（R5との単純比較ができない点に留意） 
4.16 ３．９４ 4.07 4.00 

 

   

（参考） R5委員評価対象１４施策の平均点推移 

※Ｒ2～Ｒ4は「参考値」となります（R5との単純比較ができない点に留意） ３．５ 3.8６ 4.07 4.00    

評価は 5から１点までの５段階 ５点・・・最上位 １点・・・最下位 （３点以下下線表記）   
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施策・事業評価要領 （案） 
  

【施策・事業評価シート(１)の見方】 

 

 

  ユニバーサルデザイン推進計画に記載している「事業の概要」と「年度計画及び実績」です。 

●事業の概要について 

ユニバーサルデザイン推進

計画に記載している内容で

す。 

 

A 

B 

●年度目標及び結果につい

て 

Ａ…結果の欄には、計画どお

り実施したかどうか、数量

等を記載しています。 

 

Ｂ…達成率欄には、計画に

対する実績の達成率を記

載しています。 

 

A 

B 

資料７ 



2 

 

【施策・事業評価シート（２）の見方】 

 

 

 

  

C…実績欄には、施策

の概要に記載されてい

る内容に対して、１年間

での実績を記載していま

す。 

D…効果欄には、実施し

た結果どのような効果を

得られたかを記載してい

ます。 

E…課題・方針欄には、

実施結果を踏まえた所

管の考え方を記載して

います。 

C 

施策に対して所管が昨年度に実施した内容をまとめた「実施状況」です。 

E D 



3 

 

 

 

 

 

  

F…通年度のユニバーサル

デザイン推進会議委員から

の意見を受けて改善した内

容やアピールポイント等を記

載しています。 

行政評価、アンケート等について 

※ 詳細は P4にて説明 

 自己評価の内容を充実させるため、各事業について、成果となる

指標（区民生活や区民意識、行動の変化などを測るもの）に基づ

き評価している「行政評価（施策評価）」および外部からの客観的

な評価（アンケートなど）をＲ５年度より追加しています。 

F 



4 

 

 
【補足】足立区における行政評価とその種類について 

 

１ 行政評価とは 

  行政評価にはさまざまな定義が考えられますが、 

区では次のように定義しています。 

【行政活動を一定の基準・視点にしたがって定期的に評価し、 

そこで得られた評価情報を次の計画立案や事業改善へと 

反映させる一連の作業】 

 

２ 行政評価の種類について 

区における施策を対象とする「施策評価」、事業を対象とする「事務事業評価」、重点プロジェクト事業に特化

した「重点プロジェクト事業評価」、の３種類があります（下表を参照）。 

 

 

 

 

 

 施策評価 事務事業評価 重点プロジェクト事業評価 

評価の

内容 

各施策において｢どれくらいの成果が

上がったか｣の視点から評価を行いま

す。 

具体的には、当該施策を構成する

事務事業を実施した結果、施策目的

がどの程度達成されたかを客観的に測

る指標を設定し、その実績値を経年的

に測定することにより評価を行います。 

各事務事業において、｢何を、どのく

らい行ったのか｣「効果的、効率的に事

務事業が執行されたか」という視点から

評価を行います。 

具体的には、評価対象年度におい

て、各事務事業にどの程度の資源が投

入され、どのような結果が生み出され

たか、を客観的に測る指標を設定し、

その実績値を経年的に測定することに

より評価を行います。 

事務事業評価と施策評価の両

方の要素を含みますが、成果目標

の達成度の評価を中心に行い、そ

れを踏まえ、今後の方向性を探るこ

とを目的に評価を実施しています。 

指 標 活動指標（事務事業の活動量やその

結果などを測るもの） 

＋ 

成果指標（区民生活や区民意識、行

動の変化などを測るもの） 

活動指標（事務事業の活動量やその

結果などを測るもの） 

活動指標（事務事業の活動量やそ

の結果などを測るもの） 

＋ 

成果指標（区民生活や区民意識、

行動の変化などを測るもの） 

評価の

対象 

施策 事務事業 重点プロジェクト事業 

区民評価

の有無 

なし あり（一般事務事業のうち財政課で指

定する事業） 

あり（全重点プロジェクト事業※） 

※一部評価対象外の事業あり 

スケジュ

ール 

３～５月 部内評価 

※年度早期に評価が定まる 

３～５月 部内評価 

～９月 区民評価など 

３～５月 部内評価 

～９月 区民評価など 
 

★ ユニバーサルデザイン推進計画における令和５年度施策・事業の検証シート（自己評価報告）では、 

成果指標に基づき評価されていること、年度早期に評価が定まることから、行政評価「施策評価」を自己評価

の報告内容に加えました。 

さらに、行政評価のほか、外部からの客観的な評価（アンケート等）を自己評価に盛り込みました。 
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【評価記入表の記載方法】 

 

 

  

D欄に対する意見があればご記入ください。 

C欄に対する意見があればご記入ください。 

E欄に対する意見があればご記入ください。 

各項目の評点と総合評点の

両方を記載してください。 
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評価する際に追加で必要な資料等があればご記入ください。 

報告書で不明な点や評価部会の時に聞きたい内容があればご記入ください。 

F欄に対する意見があればご記入ください。 

上記以外についての意見があればご記入ください。 
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【施策・事業の評価基準】 

（1）評価項目 

実績に対する評価 
成果 

UD視点での成果に対する評価 
今後の課題・方向性への評価 

① 年次計画どおり実施している
か 

② 年次計画と同等の取り組み
が行われているか 

① 取り組みの成果が効果となっ
て十分に表れているか 

② ねらいに対して効果があらわ
れているか 

① 施策・事業の方向性が妥当
であるか 

② 施策に対する事業や取組み
の手法が適切か 

 

（2）評価の着眼点 

総合

評価 
実績・ＵＤとして実施したこと 

成果・ＵＤの視点で達成で

きたこと 
今後の課題・方向性 

委員事前 

評価 

５ 
計画以上に実施されてい
る。 
（実施率： 100％以上） 

優れた事業や取組みが多
く、十分な成果があり、効
果が出ている。 

施策・事業の方向性は適
切であり、積極的に推進し
ている。 

５ 

4.5 

４ 
計画が概ね実施されてい

る。 

（実施率：概ね 90％） 

優れた事業や取組みがい

くつかあり、成果があげら

れ、効果が出ている。 

施策・事業の方向性は、

概ね適切である。 
４ 

3.5 

３ 
計画がある程度実施されて
いる。 
（実施率：概ね 60％） 

いくつかの事業や取組みに
おいて、成果は出ている
が、効果は限定的で、さら
なる努力が必要である。 

施策・事業の方向性に、多
少の課題や改善点があ
る。 

３ 

2.5 

２ 
計画が十分実施されていな
い。 
（実施率：概ね 30％） 

いくつか課題があり、成果、
効果があまり出ていない。
改善が必要である。 

施策・事業の方向性に相
当程度の課題があり、見直
す必要がある。 

２ 

1.5 

１ 
計画が全く実施されていな
い。 
（実施率：概ね 0％） 

多くの課題があり、成果、
効果が出ていない。大幅な
改善が必要である。 

施策・事業の方向性を抜
本的に見直す必要があ
る。 １ 

・評価の着眼点を参考に、３項目の総合的な評価として、５段階に分類する。 

・委員事前評価は「0.5」刻みの評価点を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価（５段階）の意味 

５ … 優れた取り組みがなされ、満足できる成果となっている。 

４ … 良い取り組みがなされ、成果が十分に出ている。 

３ … 取り組みがなされ、成果が出ている。 

２ … 取り組みに課題があり、成果があまり出ていない。 

１ … 取り組みに課題があり、成果が出ていない。または、実施していない。 

「施策群→施策」の中に、「事業」があり、「事業」の中の複数の「取り組み」が「実施」され、「実績」を得る。

「実績」が「成果」を生み、それが「効果」をもたらす。（「成果」が「効果」として、未来に現れてくる。） 



施策・事業の事前評価 記入表（案） 

 

  

事業 
ひと 

1-(1)-①-ア 
ユニバーサルデザインに関する講演会等の開催 

R7 事前評価 

項目 総合 

【実績に対する委員評価】  ５ 

５ 

 

4.5 

 

４ 

 

3.5 

 

３ 

 

2.5 

 

２ 

 

1.5 

 

１ 

 

 

4.5 

４ 

 

 

3.5 

３ 

 

 

2.5 

２ 

 

 

1.5 

1 

【効果に対する委員評価】 ５ 

 

 

4.5 

４ 

 

 

3.5 

３ 

 

 

2.5 

２ 

 

 

1.5 

1 

【今後の課題・方針に対する委員評価】 ５ 

 

 

4.5 

４ 

 

 

3.5 

３ 

 

 

2.5 

２ 

 

 

1.5 

1 

資料８ 



 

 

 

 

 

 

 

【前年度・前々年度意見の反映について】 対応は適切か、成果は出ているか等 

 

 

 

 

【その他】 実績から考える他の施策への波及効果や実績に対するプラスアルファの提案など 

 

 

 

 

【質問事項】 施策の内容で不明な点、意見交換時に所管課に聞きたい内容など 

 

 

 

 

【資料要求】 評価するに当たって必要な資料など 

 

 


